
（労政審・今後の労働時間法制を塩崎厚労相
に建議）同意等条件に法の時間規制外す制度
創設を／（有期特措法の関係省令など制定へ）
年収1075万円以上の実務経験あるSEも特例
対象／（厚労省・５月に報告書まとめる予定）
企業就労で「生涯現役」を推進する制度などを
検討／ほか
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若者の雇用対策の充実等について──────── ６特集
《労働政策審議会の建議と勤労青少年福祉法等改正の方向》

平成28年３月からの新卒募集企業に
対する情報提供の義務化など提言

●連載　労働スクランブル○209（労働評論家・
飯田康夫） ─ 40●労務資料　第７回「メンタ
ルヘルスの取り組み」に関する企業アンケー
ト調査結果（日本生産性本部調べ） ─ 42●わ
たしの監督雑感　山梨・鰍沢労働基準監督署
長　篠原敦 ─ 54●労務相談室だより ─ 56

ビジネスセミナー「労働塾」のご案内

労務相談室
〔会長職辞し12月から被保険者資格を喪失〕12月の年金支給されないが ─ 48
〔退職表明のため処分を厳重注意に留める〕退職しない場合の解雇は ─ 50
〔終業後に現役大学生にリクルーター活動〕労働時間となるか ──── 52

社 会 保 険

解雇・退職

労働基準法

特定社労士・大槻智之
弁護士・加島幸法
弁護士・岡村光男

回答者

労働政策審議会は、１月23日、「若者の雇用対策の充実等について」として、新規学校卒業者の募集を行う企業に一定
の情報提供義務を課すことなどを柱とする建議を塩崎恭久厚生労働大臣に行った。厚生労働省は、建議に基づき勤労青
少年福祉法等の関係法律の改正案を今通常国会に提出するものとみられる。施行期日は、項目ごとに、平成27年10月
１日、平成28年３月１日、平成28年４月１日――とされる見通しだ。

（編集部）

─────────── 16●解釈例規物語67
第32条、第35条関係

旅行時間 －その２－
出張旅行時間についての本稿の結論は、「旅行時間は
労働時間として取り扱うべきであるが、多くの場合、
みなし労働時間制の適用によって所定労働時間労働
したものとみなすという処理が可能である。」という
ことである。

 （中川恒彦）

●労働判例解説／日本テレビ放送網事件 ─ 28

産業医の復職不可の判断やリハビリ出勤
拒否から会社の復職拒否は相当と判断

（弁護士・新弘江〔あだん法律事務所〕）

（平成26年５月13日・東京地裁判決）

「復職可能」の診断書を提出するも会社が復職拒否

────────── 39●労働局ジャーナル

〔埼玉労働局〕

ビルメン・清掃業に対する自主点検を実施
965事業場で労働条件改善を要する結果に

http://rouki.chosakai.ne.jp/バックナンバーが閲覧できます!!
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そこが知りたい！労災裁判例にみる

労働者の過失相殺
　労働安全衛生法の多くは、「事業者は～しなければならない」又は「事業者は
～をさせなければならない」として、使用者の安全配慮義務を課していますが、
労働者に対しても措置協力義務や守るべき事項として自己安全配慮義務が課さら
れています。
 労働者が労働安全衛生法に定められている義務を守らず、自己安全配慮義務に
違反して労働災害が発生した場合には、過失相殺が行われています。本書は、労
働災害の撲滅を目指し、労働者らの安全意識を高めるべく、労働災害について、
10％～80％に至る各過失割合ごとに、それぞれパターン別に類型化して、いか
なる事故につき被災労働者側にどの程度の過失相殺がなされているか、安西愈弁
護士が詳しく解説し、とりまとめたものです。

第１章　労働災害の過失相殺──総論
　１．労災保険給付と民事賠償の併存請求と過失相殺─労災の損害補てんの特質
　２．過失相殺の歴史的な流れ─過失相殺の理論はローマ法時代に発生
　３．過失相殺とは何か─損害賠償の認定上における被害者側の「過失の斟酌」

ほか11項目

第２章　労働災害の過失相殺の割合別事例（判例）の一覧表
　１．10％～の過失相殺の事例
　２．20％～の過失相殺の事例
　３．30％～の過失相殺の事例　ほか６項目

第３章　労働災害の過失割合ごとの類決別事例について
〈１割程度の過失相殺〉
〔類型１〕崩落のおそれなど著しい環境的危険のある個所における作業で、使

用者側に万全の安全管理に欠けたところがあったが、労働者本人に
も著しい環境的危険を意に介さず漫然と作業した過失のある場合

〔類型２〕車両の通行や荷物・材料の運搬が頻繁に行われている場所において、
他の車両等に注意を払わないで後ろ向きや下向き等で作業をしてい
て被災した場合

ほか50類型収録
安西　愈　著
体裁：Ａ５判／516頁／
定価：本体2,700円＋税

★お近くの書店、または下記フリーFAX、労働調査会ホームページよりお申し込みください

労働災害の過失相殺について、わが国で初めての体系書！


